
【裏面】 

飛鳥Ⅱ クルーズガイドブック 一部改正のお知らせ 
（2024 年 1 月現在）

飛鳥Ⅱ クルーズガイドブックに一部改正がございます。 

改正箇所につきましては、下記をご確認くださいますようお願い申し上げます。 

P.11

●合算登録

改正前： ご利用代金のお支払いは、お部屋毎にまとめてご精算となる「合算登録」を採用しております。ご友人とのご乗船など、 

ご同室のお客様で個別のご精算をご希望される場合は、下船前日 22：00 までレセプションまたはお電話で承ります。 

改正後： ご利用代金のお支払いは、お客様毎の精算となる「個別精算」を採用しております。 

ご同室のお客様でまとめてご精算を希望される場合は、下船前日 22：00 までレセプションまたはお電話で承ります。 

６DECK 船内生活オリエンテーション 

改正前： ご乗船後、船内生活についてのオリエンテーションを開催いたします。 

改正後： 船内生活についてのオリエンテーションは行っておりません。 

ご乗船後、客室内テレビ（ビデオオンデマンド）にて、船内での過ごし方を詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。 

P.26

インルームマッサージ

改正前： 客室内でのリフレッシュメニューとして、あん摩マッサージ指圧師によるインルームマッサージをご用意しております。（有料） 

改正後： 2023 年 4 月をもちまして、客室内でのインルームマッサージのサービスを終了いたしました。 

P.35

感染予防のために 

改正前： 感染拡大を最小限に留めるため、お客様の客室での隔離治療や、船内施設を閉鎖する場合もございます。 

改正後： 感染拡大を最小限に留めるため、隔離用の客室での隔離治療や、船内施設を閉鎖する場合もございます。 

裏面もご確認ください⇒ 



【裏面】 

飛鳥Ⅱ クルーズガイドブック 旅客運送約款 一部改正のお知らせ 
（2023 年 4 月現在） 

 

飛鳥Ⅱ クルーズガイドブック P41-42 に掲載しております旅客運送約款（第 4 条、第 7 条、第 11 条）に一部改正がございます。 

改正箇所につきましては、下記をご確認くださいますようお願い申し上げます。 

 

第 4 条（運送の引受け）  

2 –（2） 

改正前： 15 歳以上 20 歳未満の者で保護者の同意書がない者  

改正後： 15 歳以上 18 歳未満の者で保護者の同意書がない者  

 

2 –（5） 

改正前： 泥酔者、薬品中毒者、暴力団関係者その他本船の安全を害する行為をするおそれのある者、及び他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけるおそれのある者 

改正後： 泥酔者、薬物中毒者、暴力団関係者その他本船の安全を害する行為をするおそれのある者、及び他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけるおそれのある者 

 

第 7 条（運賃の収受） - 4 

改正前： 当社は、所定の運賃の収受と引換えに乗船券を発行します。 

改正後： 当社は、所定の運賃の収受と引換えに乗船券（旅客又は旅客の代表申込者のスマートフォンその他の通信端末に予約内容等の情報を送信することに

より表示される電磁的記録を含みます。）を発行します。 

 

第 １１ 条（船内サービス・観光旅行等） - 3 

改正前： 当社は、売店・バー・理髪・美容・エステティック・洗濯・写真・マッサージその他有料のサービスのために、当社以外の者に、本船内でその場を提供す

ることがあり、その場合には、旅客はこのようなサービスを行う者と直接契約することによりサービスを受けることができます。旅客がフィットネス、レク

リエーション、サウナ、セルフランドリー等の施設、器具を使用する場合は自己の責任において行うものとします。 

改正後： 当社は、売店・理髪・洗濯・写真・マッサージその他の有料のサービスのために、当社以外の者に、本船内でその場を提供することがあり、その場合に

は、旅客はこのようなサービスを行う者と直接契約することによりサービスを受けることができます。旅客がフィットネス、レクリエーション、サウナ、セル

フランドリー等の施設、器具を使用する場合は自己の責任において行うものとします。 

郵船クルーズ株式会社 


